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本研究では，道路の構造の保全のため，より多くの車両，より多くの区間で簡易に大型車両の重量のモ

ニタリングを行うことを目的に，道路に設置する特殊車両自動計測装置（WIM）と車両に装着する車載型

重量計測装置（OBW）及び ETC2.0 プローブ情報を用いた，重量データを伴う通行経路の確認の有効性に

ついて検証した． 
実際の通行経路に基づく分析の結果，WIMを増設した場合には，モニタリング車両の増加が 400台程度

であっても，新たにモニタリングできる区間数が直轄国道で約 1600 区間，補助国道・都道府県道で約

8400 区間増加するなど，局地的にモニタリング範囲を拡大できることが分かった．また，OBW を 400 台

程度導入した場合には，直轄国道で約 4700区間，補助国道・都道府県道で約 13500区間増加するなど，面

的なモニタリング範囲拡大の効果が大きいことなどが分かった． 
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1. はじめに 
 
(1) 背景と目的 
道路の構造の保全，交通の危険の防止のため，道路法

により，通行できる車両の幅，重量，高さ，長さ及び最

小回転半径の最高限度を定めることが規定されており，

これを超える車両を通行させてはならないことが定めら

れている．ただし，車両の構造または車両に積載する貨

物が特殊であるためやむを得ないと認められるときには，

最高限度を超える車両（限度超過車両．特殊車両とも呼

ばれる）について，許可を受け，あるいは通行可能な経

路の確認を受け，通行させることができる． 
最高限度が定められている項目のうち重量については，

舗装や橋梁等の構造物の劣化に与える影響が大きく，道

路の構造の保全の観点で厳格な運用が求められる．これ

を実現するための方法の一つとして，常時モニタリング

による違法通行の抑止が考えられる．しかし，特殊車両

の通行は多く，広くモニタリングを行うためには自動化

が前提と考えられる． 
特殊車両の重量については全国の道路に設置された特

殊車両自動計測装置（Weigh-In-Motion．以降「WIM」と

いう．）により通行する車両の重量が計測され違反の判

定が行われている．しかし，WIM はすべての道路区間

には設置されていないことから，すべての通行車両をモ

ニタリングできるものではない．また，ある区間で車両

の重量を計測したとしても，貨物積載車両については荷

物の積み下ろしにより重量が変化することから，計測を

行った車両のすべての通行経路で重量をモニタリングで

きるものではない． 
一方で，現在日本では導入されていないが車両側に車

載型重量計測装置（On-Board-Weighing．以降「OBW」と

いう．）を装着しデータを自動収集してモニタリングを

行う方法もあり，装置を装着した車両に限られるものの

すべての通行経路で簡易にモニタリングを行うことが可

能となる． 
本研究では，道路の構造の保全のため，より多くの車
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両，より多くの区間で簡易に車両重量のモニタリングを

行うことを目的に，道路に設置する WIM と車両に装着

する OBW を用いた自動モニタリングの有効性について

検討する．重量のみ，経路のみの情報では違反を確定で

きないケースがあることから，重量と経路を紐づけるこ

とでモニタリングの有効性を検討することができる．検

討にあたっては，WIMまたはOBWで計測した重量デー

タを車両の ETC2.0 プローブ情報から得られる通行経路

と紐づけてモニタリングを行うことを想定する． 
なお，本研究では自動での常時モニタリングを対象と

することとし，取締基地における違反車両の取締りにつ

いては検討の対象としない．また，2022年 4月運用開始

の特殊車両通行確認制度では，通行時の積載重量の記録

が義務付けられているが，基地取締りと同様に本研究の

対象としない． 
 

(2) 既往研究と本研究の位置づけ 
本研究では，大型車両の走行について，WIM，OBW 

及び ETC2.0 プローブの情報を利用した自動でのモニタ

リングの有効性を検討対象とする．これについては，鈴

木ら 1)が大型車通行マネジメント施策を提案するなかで

ETC2.0 プローブ情報と WIM の利用，また OBW の活用

可能性について言及しているが，モニタリングの有効性

について具体的に検討したものではない． 
大型車両のモニタリング方法としては，関谷ら 2)が大

型車の経路を推計し効率的な車重計の配置方法を検討し

ている．今後実データにより WIM 設置位置を選定する

際には参考になると考えられるが，試算の対象が WIM
に限定されている．今泉・羽藤 3)が大型車の積載率の制

御に向け通過を義務付けるチェックポイント（WIM を

設置した箇所）導入の概念を提示しているが，具体的な

運用の検討には至っていない． 
道路構造物に影響を及ぼす重量の計測という観点では，

時田ら 4)，杉山ら 5)など，WIM 等のデータを用いた実態

把握等を含む研究がみられるが，広くモニタリングを行

うという観点での研究は見当たらない． 
使用するデータの観点では，玉田ら 6)がETC2.0プロー

ブ情報と WIM の重量データを組み合わせ大型車両の危

険挙動等の走行実態分析の実施可能性を示しているが，

データの活用可能性を主眼にしたものでありモニタリン

グの観点での検討は見られない． 
これらを踏まえ，本研究では，ETC2.0 プローブ情報，

WIM，OBW を利用した自動でのモニタリングの有効性

について，実際の通行経路情報をもとに検討する． 
 
 
 
 

2. 方法 
 
(1) 研究の流れ 

大型車両の実際の通行の経路情報を用いて，WIM を

用いた現行のモニタリング方法をベースに，WIM を増

設した場合，OBW 装着車両が導入された場合について，

重量を取得できる車両（モニタリング車両とする），モ

ニタリング車両が走行する区間の広がり（モニタリング

範囲とする）の 2つの観点で試算し，有効性を比較する．

いずれの車両も ETC2.0 車載器を装着しており，また，

WIM，OBWのいずれの重量も ETC2.0プローブの経路情

報と紐づけが可能であると想定した． 
 
(2) 方法 

a) 使用するデータ 

特殊車両通行許可簡素化制度等において ETC2.0 車載

器登録のあった車両の ETC2.0 プローブの経路情報を使

用した．2020 年 10 月の平日 1 日を対象とした．対象台

数は，約 16911台であった． 
b) 分析方法 

直轄国道における WIM 設置区間の通行があった車両

は重量が計測されモニタリング車両になったものと仮定

し，台数，モニタリング範囲の区間数を試算した．なお，

実際の WIM は上り線のみ，下り線のみに設置されてい

る箇所もあり，上下線区別して試算した．区間は DRM
単位とし，全国の高速道路，直轄国道，補助国道，都道

府県道を対象とした． 
そのうえで，WIM が増設された場合，OBW 装着車両

が導入された場合を想定して同様に試算し，モニタリン

グ範囲の変化を比較した．WIM の増設については，

WIM 設置区間を通行していない非モニタリング車両の

通行が最も多い区間１箇所に増設されたと設定した．

OBWについては，前述のWIM増設で新たにモニタリン

グ車両となった台数分の車両が OBW を装着したと仮定

し，無作為に設定した． 
 
 
3. 結果と考察 

 

(1) 現行のWIMを想定したモニタリング範囲 

対象車両について，現況の WIM による重量モニタリ

ングを行ったとした場合の試算結果を示す．1 日分のデ

ータに基づく試算であり，前章で示す通り簡略化して計

算していることから，実際の状況を示したものではない． 
対象車両の WIM 通過の有無を図-1 に示す．対象車両

16911 台のうち，WIM 設置区間の通過があった台数は

2214台で，全体の 13%がモニタリング車両となった． 
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図-1 対象車両のWIM通過 

 

 
図-2 経路情報の有無別の区間数 

 

 

図-3 捕捉率別の区間数割合 

 

 
図-4 対象車両のモニタリングの有無（WIM増設） 

 

 
図-5 捕捉率別の区間数割合の変化（WIM増設） 

次に，全国の区間のうち，WIM 通過有無に関わらず

対象車両の経路情報があった区間の割合を図-2に示す．

直轄国道では 8割弱，補助国道・都道府県道では 4割弱

であった．さらに，経路情報があった区間について，当

該区間を通行した対象車両のうちのモニタリング車両の

割合（捕捉率とする）を図-3に示す．モニタリング範囲

となった区間は，直轄国道では 7割弱，補助国道・都道

府県道では半数弱であった．モニタリング車両は対象車

両のうちの13%程度，2200台程度であるにもかかわらず，

直轄国道では対象車両が通行した経路の 7割程度がモニ

タリング範囲となり，多くの区間で捕捉されると言える． 
また，捕捉率が高い区間が直轄国道のみならず補助国

道・都道府県道にも見られ，WIM は設置区間のみなら

ず周辺の区間までモニタリングに寄与していると考えら

れる． 
 

(2) WIMを増設した場合のモニタリング範囲の変化 

前節での試算から非モニタリング車両の通行が最も多

かった区間を特定し，その区間に WIM を設置したと仮

定して，同様に試算した．該当区間での非モニタリング

車両の台数は 409台であった．なお，モニタリング車両

の台数は 77 台で捕捉率は 16%であり，非モニタリング

車両の通行の多い区間がモニタリング車両の通行が少な

いというものではなかった． 
対象車両中のモニタリング車両の割合を図-4に示す．

前述のとおり 409台のモニタリング車両の増加となり，

対象車両の 16%がモニタリング車両となった． 
捕捉率別の区間数割合の変化を図-5に示す．モニタリ

ング範囲の区間が，直轄国道で約 1600 区間，補助国

道・都道府県道で約8400区間増加している．また，50%
を超えるような高い割合でモニタリングされる区間が，

直轄国道で約 2400 区間，補助国道・都道府県道で約

5400区間増加している． 
捕捉率の変化の空間的な分布を図-6 に示す．WIM を

設置したと仮定した箇所を中心に捕捉率の増加がみられ

る．これは周辺の補助国道・都道府県道まで及んでいる．

一方で，増設した WIM から距離のある地域では，割合

が増加している区間が広く分布しているものの，地域的

な傾向はみられない． 
このように，WIM の増設は，局地的なモニタリング

範囲の拡大に寄与することが確認できる．また，400 台

程度の増加であっても，新たにモニタリングできた区間

数は直轄国道で 1600 区間程度，補助国道・都道府県道

で 8400区間程度と大きく増加する． 
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図-6 捕捉率の変化（WIM増設） 

 

  

図-7 モニタリング車両数（OBW導入） 

 

 
図-8 捕捉率別の区間数割合の変化（OBW導入） 

 

 
図-9 捕捉率の変化（OBW導入） 

 

(3) OBWを導入した場合のモニタリング範囲の変化 

OBW を装着した車両が 409 台増加したと仮定した場

合の結果を示す． 
モニタリング車両数の変化を図-7 に示す．OBW 導入

台数は WIMと同数としたが，OBWと WIMとの重複で

モニタリングを行う車両が発生することから，全体の台

数としては，WIM 増設よりも増加数が少ない結果とな

った． 
捕捉率別の区間数割合の変化を図-8に示す．モニタリ

ング範囲の区間が，直轄国道で約 4700 区間，補助国

道・都道府県道で約 13500 区間増加している．これは，

WIM 増設と比べ，直轄国道で約 3100 区間，補助国道・

都道府県道で約5100区間，増加が大きい．また，50%を

超えるような高い割合でモニタリングされる区間が，直

轄国道で約 1000 区間，補助国道・都道府県道で約 5200
区間増加している．これは，WIM 増設の方が増加が大

きい． 
捕捉率の変化の空間的な分布を図-9に示す．特に目立

って増加している箇所は見当たらないが，極めて広域に

モニタリング範囲の拡大が見られる． 
このように，OBW 導入では，WIM 増設に比べ，モニ

タリング範囲を大きく拡大すると言える．また，モニタ

リング車両の増加数は WIM によるモニタリングとの重

複分差し引かれるが，400 台程度の OBW 導入であって

も，新たにモニタリング範囲となった区間数は直轄国道

で約4700区間，補助国道・都道府県道で約13500区間と

なっており，面的なモニタリング範囲拡大の効果が期待

される． 
 

 
4. おわりに 

 
本研究では，道路の構造の保全のため，より多くの車

両，より多くの区間で簡易に大型車両の重量のモニタリ

ングを行うことを目的に，WIM と OBW 及び ETC2.0 プ

ローブ情報を用いた，重量データを伴う通行経路の確認

の有効性について検証した． 
その結果，以下のことが分かった． 
・ 現行の WIM を想定した試算結果では，モニタリ

ング車両が 2200 台程度であっても，直轄国道で

は対象車両が通行した経路の 7割程度がモニタリ

ング範囲となり，多くの区間で捕捉された．また，

WIM は設置区間のみならず周辺の補助国道・都

道府県道までモニタリングに寄与している 
・ WIM を増設した場合の試算では，モニタリング

車両の増加が 400 台程度であっても，新たにモニ

タリング範囲となる区間数が直轄国道で 1600 区

間程度，補助国道・都道府県道で 8400 区間程度
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増加した．直轄国道に WIM を増設した場合でも

周辺の補助国道・都道府県道を含めモニタリング

車両の割合が上昇しており，局地的にモニタリン

グ範囲を拡大できる 
・ OBWを400台程度導入した場合の試算では，直轄

国道で 4700 区間程度，補助国道・都道府県道で

13500 区間程度増加しており，面的なモニタリン

グ範囲拡大の効果が大きい 
WIMは1台の機器で多くの車両を計測可能であり効率

的にモニタリングを行うことに効果的である．OBW は

これまで走行車両の重量を把握できなかった区間での重

量把握を可能にする傾向があり，通行の適正化や面的で

戦略的なインフラの維持管理に寄与する情報となる可能

性もある．これらのことから，今後の方向性として，

OBW については装着による違反の抑止を期待した活用

とし，併せてこれまでに十分なデータが得られなかった

区間において大型車の通行しやすいルートの整備やイン

フラの維持管理に情報を活用することが考えられる．一

方，WIMについてはOBW非装着車を念頭により多くの

WIM 非通過車両を捕捉することに焦点を当て整備して

いくなど，両者の特性を活かし戦略的に組み合わせた活

用が期待される． 
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